
栃木県公立学校職員の分限処分指針 

第１ 趣旨 

 この指針は、地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号。以下「法」という。）又は学校職員の分

限に関する条例（昭和 31年栃木県条例第 33号。以下「条例」という。）に基づき、降任、免職又

は降給の分限処分を行う場合について、法又は条例に定める以外の手続等についての指針を定め、

一定の事由により職責を十分に果たすことのできない学校職員に対して適切に対応することによ

り、公務の適正かつ能率的な運営を確保することを目的とする。 

 

第２ 本人の意に反する降任又は免職を行う場合 

(1) 法第 28 条第１項の規定による降任は、現に任命されている職より下位の職制上の段階に属

する職の職務を遂行することが期待できると認められる場合に行うものとする。 

(2) 法第 28 条第１項の規定による免職は、現に任命されている職より下位の職制上の段階に属

する職の職務を遂行することが期待できないと認められる場合に行うものとする。 

 

第３ 本人の意に反する降任、免職又は降給の事由 

１ 勤務成績不良 

(1) 法第 28 条第１項第１号の規定により学校職員を降任させ、又は免職することができる場合

は、次に掲げる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、勤務成績が不良な

ことが明らかなときとする。 

 ① 学校職員について条例第 5 条第１項第１号に規定する人事評価の評語が最下位の段階であ

る場合 

 ② ①に掲げる場合のほか、当該学校職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよく

ないと認められる場合 

(2) (1)の「その他の措置」は、次に掲げるいずれかの措置とする。 

 ① 学校職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。 

 ② 学校職員の転任その他当該職員が従事する職務を見直すこと。 

 ③ 学校職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。 

 ④ その他任命権者が学校職員の矯正のために必要と認める措置をとること。 

(3) (1)、条例第 5 条第１項第１号又は同条第２項に該当するか否かを判断するに当たっては、

例えば次に掲げる客観的な資料によるものとする。 

 ① 学校職員の人事評価（栃木県立学校教職員の評価の実施に関する規則（平成 21年栃木県教

育委員会規則第２号）第４条、栃木県市町村立学校教職員の評価の実施に関する規則（平成

21年栃木県教育委員会規則第３号）第４条及び栃木県人事評価実施規程（平成 24年栃木県・

栃木県公営企業・栃木県教育委員会・栃木県人事委員会・栃木県監査委員・栃木県議会訓令

第１号）第３条第１項に規定する人事評価をいう。）その他学校職員の勤務実績を判断するに

足ると認められる事実を記録した文書 

 ② 学校職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録 

 ③ 学校職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録 

 ④ 学校職員に対する指導等に関する記録 



 ⑤ 学校職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録 

 ⑥ 学校職員の異動調書、転退希望調書若しくは身上報告書又は職務状況に関する報告 

２ 心身の故障 

(1) 法第 28 条第１項第２号の規定により学校職員を降任し、若しくは免職することができる場

合又は条例第５条第１項第２号の規定により学校職員を降格することができる場合は、条例第

６条第１項の規定により、任命権者が指定する医師２名によって、長期の療養若しくは休養を

要する疾患又は療養若しくは休養によっても治療し難い心身の故障があると診断され、その疾

患若しくは故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とす

る。 

(2) 条例第６条第１項の医師の「診断」は、学校職員が次のいずれかに該当する場合に行うもの

とする。 

 ① ３年間の病気休職（法第 28 条第２項第１号の規定による休職等をいう。以下同じ。）の期

間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難で

あると考えられる場合 

 ② 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される

場合 

 ③ 勤務実績がよくない学校職員又は職への適格性を欠くと認められる学校職員について、そ

れらが心身の故障に起因すると思料される場合 

(3) 条例第６条第１項の医師の「診断」を命ずるに当たり、文書を交付して行う場合は、別紙１

を参考に、適宜の様式によるものとする。 

 

３ 適格性欠如 

(1) 法第 28 条第１項第３号の規定により学校職員を降任させ、又は免職することができる場合

は、学校職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を

欠くと認められる場合であって、指導その他の措置を行ったにもかかわらず、適格性を欠くこ

とが明らかなときとする。 

(2) (1)又は条例第５条第１項第３号の「適格性を欠く」場合とは、当該学校職員の容易に矯正

することができない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支

障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいい、条例第６条第１項の受診

命令に再三にわたり従わない場合が含まれるものとする。 

(3) １(3)の規定は、(1)又は条例第５条第１項第３号に該当するか否かを判断する場合に準用す

る。 

(4) (1)の「その他の措置」は、１(2)の「その他の措置」のほか、学校職員が行方不明の場合に

おける当該学校職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないこ

とを確認するために必要と認められる措置とする。 

 

第４ 本人の意に反する降任、免職又は降給の手続 

(1) 法第 28 条第１項第１号若しくは第３号の規定により学校職員を降任若しくは免職させ、又

は条例第５条第１号、第３号若しくは同条第２項の規定により学校職員を降格若しくは降号す



るに当たっては、当該学校職員に警告書を交付した後、弁明の機会を与えるものとする。ただ

し、学校職員の勤務実績不良の程度、業務への影響等を考慮して、速やかに処分を行う必要が

あると認められる場合は、この限りではない。 

(2) (1)の警告書は別紙２を参考に、適宜の様式によるものとする。 

 

 

別紙１ 

 

受 診 命 令 書 

 

（氏名）     （所属・職名） 

 

（内容） 

１ あなたに対し、   年   月   日までに、次の医師２名の診断を受け、診断書を提

出するよう命じます。 

 

  担当医師①            

  担当医師②            

 

２ これは、地方公務員法第 28条第１項第２号又は学校職員の分限に関する条例第５条第１項第

２号に該当する可能性があるか否かを確認することを目的とするものです。 

 

３ あなたが正当な理由なくこの受診命令に従わない場合は、地方公務員法第 28条第１項第３号

に該当するものとして、分限免職処分が行われる可能性があります。 

 

年 月 日 

 

栃 木 県 教 育 委 員 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙２ 

 

警 告 書 

 

（氏名）     （所属・職名） 

 

（内容） 

１ あなたには、次のとおり、勤務実績の不良又は適格性の欠如と評価することができる事実が

認められますので、その改善を求めます。 

 

２ 今後、これらの状態が改善されない場合は、地方公務員法第 28条第１項第１号若しくは第３

号又は職員の分限に関する条例第５条第１項第１号、第３号若しくは同条第２項に基づいて分

限処分（免職、降任、降格又は降号）が行われる可能性があります。 

 

（勤務実績の不良又は適格性の欠如と評価することができる具体的事実） 

 

 

 

年 月 日 

 

栃 木 県 教 育 委 員 会 

 


